
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
五
月
三
十
日
提
出

質

問

第

二

八

九

号

遺
棄
化
学
兵
器
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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遺
棄
化
学
兵
器
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

標
記
案
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
成
十
八
年
五
月
十
七
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
同
月
二
十
六
日
付
で

答
弁
書
を
受
領
し
た
（
以
下
、
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
。
「
前
回
答
弁
書
」
を
踏
ま
え
、
追
加
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
政
府
は
「
御
指
摘
の
『
兵
器
引
継
書
』
に
つ
い
て
、
『
正
論
』
平
成
十
八
年
六
月
号
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
存
在
等
に
つ
い
て
は
、
確
認
し
て
い
な
い
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
政

府
は
「
正
論
」
平
成
十
八
年
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
兵
器
引
継
書
」
に
関
し
て
調
査
を
行
う
意
向
を
有
し
て
い
る
か
否
か

に
つ
い
て
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

二

中
国
に
お
け
る
遺
棄
化
学
兵
器
を
担
当
す
る
政
府
の
部
局
と
責
任
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

内
閣
府
も
し
く
は
外
務
省
の
職
員
が
、
「
正
論
」
平
成
十
八
年
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
兵
器
引
継
書
」
を
も
と
に
質

問
、
質
疑
を
行
お
う
と
し
た
国
会
議
員
に
対
し
、
「
遺
棄
化
学
兵
器
の
問
題
は
取
り
扱
い
如
何
に
よ
っ
て
は
日
中
関
係
に
悪

影
響
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
国
会
に
お
け
る
質
問
に
つ
い
て
は
配
慮
し
て
欲
し
い
」
と
の
働
き
か
け
を
行
っ
た
と
い

う
事
実
が
あ
る
か
。

四

高
松
明
内
閣
府
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
担
当
室
長
が
、
在
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
日
本
国
大
使
館
に
勤
務
し
た
時
期
に
裏
金
組
織

一



「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
の
運
営
に
関
与
し
、
闇
レ
ー
ト
で
現
地
通
貨
ル
ー
ブ
ル
を
購
入
し
た
り
、
任
国
の
法
令
に
違
反
す
る

形
で
私
用
車
を
ル
ー
ブ
ル
で
販
売
し
、
そ
の
後
、
裏
金
組
織
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
用
い
て
外
貨
に
換
金

し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


